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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性樹脂フィルム層、結合剤を含有する結合剤層、および結合剤層の一部と磁性体と
が一体化してなる複合層を有する電磁波ノイズ抑制体本体と、
　電磁波ノイズ抑制体本体の少なくとも片面に設けられた接着剤層と
　を有し、
　前記複合層が、磁性体の物理的蒸着に際してせん断弾性率が５×１０7 Ｐａ以下の結合
剤を含有する結合剤層の表面に磁性体を、蒸着質量が膜厚換算値で０．５～２００ｎｍと
なるように物理的に蒸着させてなる層であることを特徴とする電磁波ノイズ抑制体。
【請求項２】
　前記結合剤が、硬化性樹脂であることを特徴とする請求項１記載の電磁波ノイズ抑制体
。
【請求項３】
　プリント配線板の少なくとも一部分に、請求項１または２に記載の電磁波ノイズ抑制体
が配置されていることを特徴とする電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板。
【請求項４】
　結合剤を含有する結合剤層および絶縁性樹脂フィルム層を有する積層体を製造する積層
体製造工程と、
　磁性体の物理的蒸着に際してせん断弾性率が５×１０7 Ｐａ以下の結合剤を含有する結
合剤層の表面に磁性体を、蒸着質量が膜厚換算値で０．５～２００ｎｍとなるように物理
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的蒸着させて、結合剤層の表面に複合層を形成し、電磁波ノイズ抑制体本体を得る蒸着工
程と、
　電磁波ノイズ抑制体本体の少なくとも片面に接着剤層を設ける接着剤層積層工程と
　を有することを特徴とする電磁波ノイズ抑制体の製造方法。
【請求項５】
　前記結合剤として硬化性樹脂を用い、
　結合剤層の表面に磁性体を物理的に蒸着させた後、結合剤を硬化させることによって、
硬化後の結合剤のせん断弾性率を、１×１０7 Ｐａ以上、かつ硬化前の結合剤のせん断弾
性率よりも高くすることを特徴とする請求項４記載の電磁波ノイズ抑制体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁波ノイズ抑制体、その製造方法、および電磁波ノイズ抑制機能付きプリ
ント配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ノートパソコン等のモバイル電子機器の小型化、軽量化、多機能化に伴い、
モバイル電子機器内のプリント配線板に搭載されるＣＰＵ、周辺半導体等は、ますます高
集積化され、取り扱われる周波数も高くなってきている。このような高集積化、高周波数
化に伴い、機器内部での電磁干渉や機器外部への放射ノイズといった電磁ノイズ障害が問
題になっている。
【０００３】
　この対策には、これまで、チップノイズフィルターやフェライトビーズなど回路中に挿
入する電磁波ノイズ対策部品が使用されてきた。しかしながら、特に高い周波数域を扱う
機器では、十分な効果が得られず、また、機器の多機能化により電磁波ノイズ対策部品の
搭載スペースの確保が難しいというケースが増えている。このため、プリント配線板上や
機器筐体に電磁波ノイズ対策材を設置して、伝導ノイズや輻射ノイズを抑制する手段が求
められている。
【０００４】
　プリント配線板上に配置される電磁波ノイズ対策材としては、（ｉ）ゴムやプラスチッ
クなどのベース材にフェライト粉や金属磁性粉を混ぜ、シート状にしたもの（特許文献１
）；（ii）ゴムやプラスチックなどのベース材にフェライト粉や金属磁性粉を混ぜ、塗料
としたもの（特許文献２）；(iii）ベース材表面に金属や金属酸化物などからなる導電体
層を設けたもの（特許文献３）などが知られている。（ｉ）および（ii）は、プリント配
線板上のノイズ放射源や信号の干渉部分に配置し、磁気的損失を利用して伝導ノイズを吸
収するものであり、(iii）は、導電体層を積層することにより輻射ノイズをシールドする
ものである。
【０００５】
　しかしながら、ベース材にフェライト粉や金属磁性粉を混ぜたシートや塗料は、電磁波
吸収体として用いる場合、十分な吸収特性を発揮するためにシート厚または塗工厚を厚く
する必要があった。したがって、比重が高いフェライト粉や金属磁性粉を用いた電磁波吸
収体は、非常に重くなり、さらに可撓性も乏しくなるため、特にフレキシブルプリント配
線板に貼り付けて使用する場合には問題があった。
【０００６】
　また、導電体層によって輻射ノイズをシールドする場合、シールド特性を十分発揮させ
るために、プリント配線板と導電体層とを接続する必要があった。このため、プリント配
線板にはシールド用のグランド回路（いわゆるダミーパターン）を別途設けることが必要
となり、プリント配線板の薄型化、小型化に不利であり、また回路の設計に制約が出ると
いう問題があった。さらには、プリント配線板のグランド回路と電磁波ノイズ対策材の導
電体層との接触が不安定であると、シールド効果が不完全となり、プリント配線板に流れ
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る信号に基づく電磁波が外部へ漏洩、または電磁波ノイズが内部へ侵入する恐れがあった
。
【特許文献１】特開２００３－２３４０２２号公報
【特許文献２】特開２０００－３２８００６号公報
【特許文献３】特開２００２－３６１７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　よって本発明の目的は、高い周波数帯域における電磁波ノイズ抑制効率がよく、省スペ
ース、薄型、かつ軽量であり、さらには可撓性を有する電磁波ノイズ抑制体；このような
電磁波ノイズ抑制体を容易に製造できる製造方法；およびこのような電磁波ノイズ抑制体
が配置された電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明の電磁波ノイズ抑制体は、絶縁性樹脂フィルム層、結合剤を含有する
結合剤層、および結合剤層の一部と磁性体とが一体化してなる複合層を有する電磁波ノイ
ズ抑制体本体と；電磁波ノイズ抑制体本体の少なくとも片面に設けられた接着剤層とを有
し；前記複合層が、磁性体の物理的蒸着に際してせん断弾性率が５×１０7 Ｐａ以下の結
合剤を含有する結合剤層の表面に磁性体を、蒸着質量が膜厚換算値で０．５～２００ｎｍ
となるように物理的に蒸着させてなる層であることを特徴とするものである。
【０００９】
　ここで、前記結合剤が、硬化性樹脂であることが望ましい。
　また、本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板は、プリント配線板の少なく
とも一部分に、本発明の電磁波ノイズ抑制体が配置されていることを特徴とするものであ
る。
【００１０】
　そして、本発明の電磁波ノイズ抑制体の製造方法は、結合剤を含有する結合剤層および
絶縁性樹脂フィルム層を有する積層体を製造する積層体製造工程と；磁性体の物理的蒸着
に際してせん断弾性率が５×１０7 Ｐａ以下の結合剤を含有する結合剤層の表面に磁性体
を、蒸着質量が膜厚換算値で０．５～２００ｎｍとなるように物理的蒸着させて、結合剤
層の表面に複合層を形成し、電磁波ノイズ抑制体本体を得る蒸着工程と；電磁波ノイズ抑
制体本体の少なくとも片面に接着剤層を設ける接着剤層積層工程とを有することを特徴と
する。
　ここで、前記結合剤として硬化性樹脂を用い、結合剤層の表面に磁性体を物理的に蒸着
させた後、結合剤を硬化させることによって、硬化後の結合剤のせん断弾性率を、１×１
０7 Ｐａ以上、かつ硬化前の結合剤のせん断弾性率よりも高くすることが望ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の電磁波ノイズ抑制体は、高い周波数帯域における電磁波ノイズ抑制効率がよく
、省スペース、薄型、かつ軽量であり、さらには可撓性を有する。
　また、結合剤が硬化性樹脂であれば、未硬化状態の硬化性樹脂に磁性体を物理的に蒸着
することで、磁性体が未硬化の結合剤中により均一に分散し、かつ結合剤が硬化した後に
は、磁性体が結晶化し、微粒子に成長することはなく、結合剤と磁性体がナノオーダーで
一体化した複合層とすることができるため、より好ましい。
【００１２】
　本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板は、ノイズ発生源の近傍にコンパク
トに配置された電磁波ノイズ抑制体によって、高い周波数帯域における電磁波ノイズを効
率よく抑制することができる。
　また、本発明の電磁波ノイズ抑制体の製造方法によれば、結合剤と磁性体とが一体化し
てなる複合層を有する本発明の電磁波ノイズ抑制体を、容易に製造することができる。



(4) JP 4381871 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を詳しく説明する。
＜電磁波ノイズ抑制体＞
　本発明の電磁波ノイズ抑制体は、絶縁性樹脂フィルム層、結合剤を含有する結合剤層、
および結合剤層の一部と磁性体とが一体化してなる複合層を有する電磁波ノイズ抑制体本
体と；電磁波ノイズ抑制体本体の少なくとも片面に設けられた接着剤層とを有するもので
ある。
【００１４】
　このような電磁波ノイズ抑制体としては、例えば、図１に示すように、絶縁性樹脂フィ
ルム層２、絶縁性樹脂フィルム層の片面に設けられた結合剤層３、および結合剤層３の一
部と磁性体とが一体化してなる複合層４を有する電磁波ノイズ抑制体本体５と；電磁波ノ
イズ抑制体本体５の絶縁性樹脂フィルム層２側の表面に設けられた接着剤層６とを有する
電磁波ノイズ抑制体１が挙げられる。この他、図２に示すように、電磁波ノイズ抑制体本
体５の複合層４側の表面に接着剤層６を設けた電磁波ノイズ抑制体１０；図３に示すよう
に、絶縁性樹脂フィルム層２、絶縁性樹脂フィルム層の両面に設けられた２層の結合剤層
３、およびそれぞれの結合剤層３の一部の結合剤と磁性体とが一体化してなる２層の複合
層４を有する電磁波ノイズ抑制体本体２１と；電磁波ノイズ抑制体本体２１の両面に設け
られた２層の接着剤層６とを有する電磁波ノイズ抑制体２０であっても構わない。
【００１５】
（複合層）
　複合層４は、図４の高分解能透過型電子顕微鏡像や、電子顕微鏡像の模式図である図５
に示すように、結合剤層３表面に磁性体を物理的蒸着させてなる層であり、物理的に蒸着
された磁性体が均質膜を形成することなく、原子状態で結合剤中に分散一体化してなるも
のである。
【００１６】
　複合層４は、非常に小さな結晶として数Å間隔の磁性体原子が配列された結晶格子１１
が観察される部分と、非常に小さい範囲で磁性体が存在しない結合剤１２のみが観察され
る部分と、磁性体原子１３が結晶化せず結合剤１２中に分散して観察される部分からなっ
ている。すなわち、磁性体が明瞭な結晶構造を有する微粒子として存在を示す粒界は観察
されず、ナノオーダーで磁性体と結合剤とが一体化した複雑なヘテロ構造（不均質・不斉
構造）を有しているものと考えられる。
【００１７】
　複合層４の厚さは、結合剤層３の表層に磁性体原子が侵入した深さであり、磁性体の蒸
着質量、結合剤材質、物理的蒸着の条件などに依存し、およそ磁性体の蒸着厚さの１．５
～３．０倍ほどとなる。ここで、磁性体の蒸着厚さとは、磁性体原子が侵入することのな
い硬い基材上に磁性体原子を物理的蒸着させた際の膜厚を意味する。
【００１８】
　複合層４の厚さを０．００５μｍ以上とすることにより、磁性体原子と結合剤との分散
一体化ができ、形状異方性に由来する高周波領域での大きな磁気損失特性を有するものと
思われ、十分な電磁波ノイズ抑制効果を発揮させることができる。一方、複合層４の厚さ
が３μｍを超えると、明瞭な結晶構造を経て均質な磁性体膜が形成され、バルクの磁性体
に戻ってしまい、形状異方性が減少し、電磁波ノイズ抑制効果も小さくなり、実効的でな
い。それゆえ、複合層の厚さは、より好ましくは０．３μｍ以下である。
【００１９】
（結合剤）
　結合剤は、特に限定されないが、例えば、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル
、ポリエーテル、ポリケトン、ポリイミド、ポリウレタン、ポリシロキサン、フェノール
系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアクリレートなどの樹脂や、天然ゴム、
イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴムなどのジエン系ゴム、ブチル
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系ゴム、エチレンプロピレンゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴムなどの非ジエン系ゴム
等の有機物が挙げられる。これらは熱可塑性であっても、熱硬化性であってもよく、その
未硬化物であってもよい。また、上記の樹脂、ゴムなどの変性物、混合物、共重合物であ
ってもよい。
【００２０】
　また、結合剤は、低いせん断弾性率を有する無機物であってもよく、アエロゲル、発砲
シリカなどの空隙部が大きく、誘電率の低いもので、超微粒子の捕獲が行える硬度を有す
るものであれば用いることができる。また、前記有機物との複合物であっても構わない。
【００２１】
　中でも、結合剤としては、結合剤への磁性体原子の入り込みやすさの点で、後述する磁
性体の物理的蒸着に際して、そのせん断弾性率が低いものが好ましく、具体的には、せん
断弾性率が５×１０7 Ｐａ以下のものが好ましい。所望のせん断弾性率にするために、必
要に応じて、例えば１００～３００℃に結合剤を加熱することもできるが、分解や蒸発が
起きない温度に加熱することが必要である。常温で物理的蒸着を行う場合には、結合剤と
しては、ゴム硬度が約８０°（ＪＩＳ－Ａ）以下の弾性体が好ましい。
【００２２】
　また、結合剤としては、前記したヘテロ構造を維持する点から、磁性体の物理的蒸着の
後には、せん断弾性率が高いものが好ましい。磁性体の物理的蒸着の後に結合剤のせん断
弾性率を高くすることにより、ナノオーダーの磁性体原子あるいはクラスターが凝集して
結晶化し、微粒子に成長することを確実に防止できる。具体的には、電磁波ノイズ抑制体
が使用される温度範囲で、１×１０7 Ｐａ以上のものが好ましい。
【００２３】
　結合剤としては、所望のせん断弾性率にするために、磁性体の物理的蒸着の後に結合剤
を架橋することができる硬化性樹脂がより好ましい。硬化性樹脂であれば、未硬化状態の
硬化性樹脂に磁性体を物理的に蒸着することで、磁性体が未硬化の結合剤中により均一に
分散し、かつ結合剤が硬化した後には、磁性体が結晶化し、微粒子に成長することはなく
、結合剤と磁性体とがナノオーダーで一体化した複合層とすることができる。つまり、結
合剤としては、蒸着時に低いせん断弾性率であり、蒸着後に架橋してせん断弾性率を上げ
ることができる硬化性樹脂がより好ましく、例えば、熱硬化性樹脂、エネルギー線（紫外
線、電子線）硬化性樹脂が挙げられる。
【００２４】
　さらに、プラズマ化あるいはイオン化された磁性体原子が、結合剤と一部反応し、安定
化するように、結合剤中にシランカップリング剤、チタネートカップリング剤、ノニオン
系界面活性剤、極性樹脂オリゴマーなどを配合してもよい。このような添加剤を配合する
ことにより、酸化防止のほか、原子の凝集によるところの均質膜の形成を防止して、均質
膜による電磁波の反射を防止し、吸収特性を改善することができる。
【００２５】
　結合剤に、補強フィラー、難燃剤、難燃助剤、老化防止剤、酸化防止剤、着色剤、可塑
剤、滑剤、耐熱向上剤などを適宜添加しても構わないが、硬質なものを配合すると、磁性
体がこれに衝突し、十分な分散が行われないことがあるので、注意が必要である。このほ
か、磁性体を蒸着後、さらに酸化ケイ素や窒化ケイ素の蒸着を施して、対環境特性を改善
することも可能である。
【００２６】
（絶縁性樹脂フィルム層）
　絶縁性樹脂フィルム層２は、一般的な絶縁性の有機高分子フィルムであればよく、その
材質としては、例えば、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル、ポ
リケトン、ポリイミド、ポリウレタンが挙げられる。特に、難燃性、耐熱性を有するフッ
素樹脂、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルサルホン、ポリエーテルエーテル
ケトン、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンサルファイド、液晶ポリマーが好ましい。
また、これらの変性物、混合物、共重合物であってもよい。さらには、これらから選ばれ
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る複数のフィルムを積層して用いてもよい。
【００２７】
　絶縁性樹脂フィルム層２には、補強性フィラー、難燃剤、難燃助剤、老化防止剤、酸化
防止剤、着色剤、可塑剤、滑剤、耐熱性向上剤などを適宜添加しても構わない。
　絶縁性樹脂フィルム層２の厚さは、特に限定はないが、薄型、軽量でコンパクトな電磁
波ノイズ抑制体とするために、薄いほうが好ましい。具体的には、その厚さは、好ましく
は５０μｍ、以下、より好ましくは２５μｍ以下である。
【００２８】
（接着剤層）
　電磁波ノイズ抑制体をプリント配線板上に配置するための接着剤としては、一般的な熱
可塑性接着剤、熱硬化性接着剤等を適宜用いることができる。例えば、エポキシ系樹脂、
フェノール系樹脂、ポリウレタン、フェノキシ系樹脂、アクリロニトリル－ブタジエンゴ
ム、スチレン－ブチレン－スチレン共重合体、スチレン－イソプレン－スチレン共重合体
、スチレン－エチレン－ブチレン－スチレン共重合体、ブタジエンゴム、クロロプレンゴ
ム、シリコーンゴム等を使用することができる。
【００２９】
　なお、接着剤の種類によっては、結合剤と相溶したり、結合剤中に拡散したり、さらに
は結合剤を溶解、膨潤させたりして、複合層４の磁性体原子あるいはクラスターを凝集さ
せ、結晶化し、微粒子に成長させてしまうおそれがあるため、接着剤の選定には、十分な
注意が必要である。また、接着剤を溶剤に溶解させ、電磁波ノイズ抑制体へ塗工し、接着
剤層６を形成する場合には、接着剤を溶解する溶剤の種類も同様の理由により考慮しなけ
ればならない。
【００３０】
　接着剤層６の耐熱性向上のため、無機粒子等を充填すると効果的である。例えば、水酸
化アルミニウム、水酸化マグネシウム、ドロマイト、ハイドロタルサイト、水酸化カルシ
ウム、水酸化バリウム、水酸化ジルコニウム、酸化スズ、シリカ、酸化アルミニウム、酸
化鉄、酸化チタン、酸化マンガン、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸
化モリブデン、酸化コバルト、酸化ビスマス、酸化クロム、酸化スズ、酸化ニッケル、酸
化銅、酸化タングステン、ホウ酸亜鉛、メタホウ酸亜鉛、メタホウ酸バリウム、炭酸亜鉛
、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、カーボンブラック等が挙げられる
。これらは、単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００３１】
　さらに、接着剤層６には、粘着助剤、補強フィラー、難燃剤、難燃助剤、老化防止剤、
酸化防止剤、着色剤、可塑剤、滑剤、耐熱向上剤などを接着特性に影響を与えない範囲で
適宜添加しても構わない。
　接着剤層６の厚さは、接着剤の種類によって異なるが、概ね５～２５μｍが好ましい。
５μｍ未満であると、十分な接着強度が得られない場合があり、２５μｍを超えると、可
撓性が低下したり、総厚が厚くなったりしてしまうため、好ましくない。
【００３２】
　接着剤層６は、電磁波ノイズ抑制体だけでなく、電磁波ノイズ抑制体とプリント配線板
との両方に設けて、接着剤層同士を貼り合わせても構わない。また、この場合の接着剤は
、同一の接着剤でも、異なる接着剤の組み合わせでもよい。
【００３３】
＜電磁波ノイズ抑制体の製造方法＞
　以下、電磁波ノイズ抑制体の製造方法について説明する。
　本発明の電磁波ノイズ抑制体の製造方法は、結合剤を含有する結合剤層および絶縁性樹
脂フィルム層を有する積層体を製造する積層体製造工程と；結合剤層の表面に磁性体を物
理的蒸着させて、結合剤層の表面に複合層を形成し、電磁波ノイズ抑制体本体を得る蒸着
工程と；電磁波ノイズ抑制体本体の少なくとも片面に接着剤層を設ける接着剤層積層工程
とを有する方法である。
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【００３４】
（積層体製造工程）
　積層体の製造は、例えば、絶縁性樹脂フィルム上に結合剤を押出ラミネートする方法；
絶縁性樹脂フィルム上に結合剤を塗布する方法；結合剤からなるフィルム（シート）と絶
縁性樹脂フィルムとを接着剤、粘着剤等によって貼り合わせる方法などにより行うことが
できる。
【００３５】
（蒸着工程）
　まず、物理蒸着法（ＰＶＤ）の一般的な説明を行う。
　物理蒸着法は、一般に、真空にした容器の中で蒸発材料を何らかの方法で気化させ、気
化した蒸発材料を近傍に置いた基体上に堆積させて薄膜を形成する方法であり、蒸発物質
の気化方法の違いで蒸発系とスパッタ系に分けられる。蒸発系としては、ＥＢ蒸着、イオ
ンプレーティングなどが挙げられ、スパッタ系としては、高周波スパッタリング、マグネ
トロンスパッタリング、対向ターゲット型マグネトロンスパッタなどが挙げられる。
【００３６】
　ＥＢ蒸着は蒸発粒子のエネルギーが１ｅＶと小さいので、基板のダメージが少なく、膜
がポーラスになりやすく膜強度が不足する傾向があるが、膜の固有抵抗は高くなるという
特徴がある。
【００３７】
　イオンプレーティングによれば、アルゴンガスや蒸発粒子のイオンは加速されて基板に
衝突するため、ＥＢよりエネルギーが大きく、粒子エネルギーは１ＫｅＶほどになり、付
着力の強い膜を得ることはできるものの、ドロップレットと呼んでいるミクロンサイズの
粒子の付着を避けることができず、放電が停止してしまうおそれがある。
【００３８】
　マグネトロンスパッタリングはターゲット（蒸発材料）の利用効率が低いものの、磁界
の影響で強いプラズマが発生するため成長速度が速く、粒子エネルギーは数十ｅＶと高い
特徴となる。高周波スパッタリングでは絶縁性のターゲット（蒸発材料）を使用すること
もできる。
【００３９】
　マグネトロンスパッタリングのうち、対向ターゲット型マグネトロンスパッタリングは
、対向するターゲット（蒸発材料）間でプラズマを発生させ、対向するターゲットの外に
基体を配置し、プラズマダメージを受けることなく所望の薄膜を生成する方法である。そ
のため、基体上の薄膜を再スパッタリングすることなく、成長速度がさらに速く、スパッ
タされた原子が衝突緩和することがなく、緻密なターゲット組成物と同じ組成のものを生
成することができる。
【００４０】
　以上の物理蒸着法の中でも、本発明の電磁波ノイズ抑制体の製造方法においては、次の
理由から、イオンプレーティング、マグネトロンスパッタ、対向ターゲット型マグネトロ
ンスパッタ法が好ましく、特に対向ターゲット型マグネトロンスパッタ法が好適である。
【００４１】
　結合剤が樹脂あるいはゴムからなる場合は、樹脂の共有結合エネルギーは約４ｅＶであ
り、具体的にいえば、Ｃ－Ｃ、Ｃ－Ｈ、Ｓｉ－Ｏ、Ｓｉ－Ｃの結合エネルギーはそれぞれ
３．６ｅＶ、４．３ｅＶ、４．６ｅＶ、３．３ｅＶである。これに対して、イオンプレー
ティング、マグネトロンスパッタや対向ターゲット型マグネトロンスパッタでは、蒸発粒
子は高いエネルギーを持っているので、樹脂の一部の化学結合を切断し、衝突することが
考えられる。
【００４２】
　したがって、本発明においては、樹脂またはゴムからなる結合剤の弾性率が十分小さい
と、磁性体を蒸着させた際、樹脂の分子が振動、運動し、ある場合は切断され、磁性体原
子と樹脂との局部的なミキシング作用が生じて、磁性体原子は樹脂の表面から最大で３μ
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ｍ程度まで進入し、樹脂などとインターラクションを生じ、均質的な磁性体膜ではなくナ
ノオーダースケールのヘテロ構造を有した複合層が形成されると考えられる。
【００４３】
　粒子エネルギーが５ｅＶ以上である磁性体原子を結合剤上に物理的に蒸着させると、一
度に大量の磁性体を結合剤中に分散させることができるので好ましい。すなわち、一度の
蒸着で磁性体の質量を稼ぐことができることから、電磁波ノイズ抑制効率の大きな電磁波
ノイズ抑制体を容易に得ることができる。蒸着速度は結合剤の振動や運動の速度が粒子速
度を比較して遅いことから、結合剤の緩和のタイミングにあわせるように小さいほうが好
ましく、磁性体により異なるがおよそ６０ｎｍ／ｍｉｎに抑えることが好ましい。
【００４４】
　蒸着工程において蒸発材料（ターゲット）として用いられる磁性体としては、金属系軟
磁性体および／または、酸化物系軟磁性体および／または、窒化物系軟磁性体が主に用い
られる。これらは、１種類を単独で用いてもよいし、２種以上を混合して用いてもよい。
【００４５】
　金属系軟磁性体としては、鉄および鉄合金が一般に用いられている。鉄合金としては、
具体的にはＦｅ－Ｎｉ、Ｆｅ－Ｃｏ、Ｆｅ－Ｃｒ、Ｆｅ－Ｓｉ、Ｆｅ－Ａｌ、Ｆｅ－Ｃｒ
－Ｓｉ、Ｆｅ－Ｃｏ－Ａｌ、Ｆｅ－Ａｌ－Ｓｉ、Ｆｅ－Ｐｔ合金を用いることができる。
これらの金属系軟磁性体は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用い
てもよい。鉄および鉄合金のほかに、コバルトやニッケルの金属あるいはそれらの合金を
用いてもよい。ニッケルは単独で用いた場合、酸化に対して抵抗力があるため好ましい。
【００４６】
　酸化物系軟磁性体としては、フェライトが好ましい。具体的には、ＭｎＦｅ2Ｏ4、Ｃｏ
Ｆｅ2Ｏ4、ＮｉＦｅ2Ｏ4、ＣｕＦｅ2Ｏ4、ＺｎＦｅ2Ｏ4、ＭｇＦｅ2Ｏ4、Ｆｅ3Ｏ4、Ｃｕ
－Ｚｎ－フェライト、Ｎｉ－Ｚｎ－フェライト、Ｍｎ－Ｚｎ－フェライト、Ｂａ2Ｃｏ2Ｆ
ｅ12Ｏ22、Ｂａ2Ｎｉ2Ｆｅ12Ｏ22、Ｂａ2Ｚｎ2Ｆｅ12Ｏ22、Ｂａ2Ｍｎ2Ｆｅ12Ｏ22、Ｂａ

2Ｍｇ2Ｆｅ12Ｏ22、Ｂａ2Ｃｕ2Ｆｅ12Ｏ22、Ｂａ3Ｃｏ2Ｆｅ24Ｏ41を用いることができる
。これらのフェライトは１種類を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いて
もよい。
【００４７】
　窒化物系軟磁性体としては、Ｆｅ2Ｎ、Ｆｅ3Ｎ、Ｆｅ4Ｎ、Ｆｅ16Ｎ2などが知られてい
る。これらの窒化物系軟磁性体は透磁率が高く、耐食性が高いので好ましい。
　なお、結合剤に磁性体を蒸着させる際には、磁性体はプラズマ中あるいはイオン化され
た磁性体原子として結合剤中に入り込むので、結合剤中に微分散された磁性体の組成は、
蒸着材料として用いた磁性体の組成比と必ずしも同一であるとは限らない。また、結合剤
の一部と反応し、強磁性体が常磁性体や反強磁性体になるなどの変化が生じる場合もある
。
【００４８】
　一回の物理的蒸着操作による磁性体の蒸着質量は、磁性体単品の膜厚換算値で２００ｎ
ｍ以下が好ましい。これより厚いと、結合剤が磁性体を包括する能力に達し、磁性体が結
合剤に分散できずに表面に堆積し、均質な導通性を有する連続したバルクの膜が生成して
しまう。それゆえ、磁性体の蒸着質量は、１００ｎｍ以下が好ましく、５０ｎｍ以下がさ
らに好ましい。一方、電磁波ノイズ抑制効果の点からは、磁性体の蒸着膜厚は０．５ｎｍ
以上であることが好ましい。
【００４９】
　蒸着質量が小さくなると、電磁波ノイズ抑制効果が低減するものであるから、複合層を
複数層積層することにより、磁性体の総質量を増やすことができる。この総質量は要求さ
れる電磁波ノイズの抑制レベルにもよるが、おおよそ総合の磁性体の膜厚換算値で１０～
５００ｎｍが好ましい。
　ここで、蒸着質量は、ガラス、シリコン等の硬質基板上に同条件で磁性体を蒸着し、堆
積した厚さを測定することによって求められる。
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【００５０】
　蒸着工程における結合剤層の厚さは、特に限定はしないが、薄く、コンパクトな電磁波
ノイズ抑制体とするには薄いことが好ましい。具体的には、その厚さは、好ましくは５０
μｍ以下、より好ましくは１０μｍ以下である。
【００５１】
（接着剤積層工程）
　接着剤層は、例えば、電磁波ノイズ抑制体本体の片面または両面に、コーティング、ラ
ミネート、スピンコート、スクリーン印刷、グラビア印刷等の一般的な塗工方法で接着剤
を塗工することにより設けることができる。
【００５２】
＜電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板＞
　本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板は、プリント配線板の少なくとも一
部分に、本発明の電磁波ノイズ抑制体が配置されているものである。
【００５３】
　プリント配線板は、ガラスエポキシ基板等からなる硬質プリント配線板；硬質プリント
配線板を積層したビルドアップ多層配線板；可撓性を有するポリイミド等の絶縁性樹脂フ
ィルムの片面または両面に、回路を形成する銅箔層を積層したフレキシブルプリント配線
板；フレキシブルプリント配線板を積層したフレキシブルビルドアップ多層配線板；硬質
プリント配線板とフレキシブルプリント配線板とを多層積層したビルドアップ配線板等が
挙げられる。
【００５４】
（電磁波ノイズ抑制体とプリント配線板との貼り合わせ）
　電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板の製造は、一般的な貼り合わせ方法により達
成される。例えば、電磁波ノイズ抑制体の接着剤層側とプリント配線板とを重ね合わせ、
プレスまたはロール等を用いて加圧および／または加熱することにより貼り合わせること
によって、電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板が得られる。
　また、ビルドアップ多層配線板に電磁波ノイズ抑制体を用いる場合、ビルドアップ多層
プリント配線板の基板間に配置することも可能である。
【００５５】
（実装の例）
　図６は、本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板の一例を示す図である。こ
の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板３０は、一端がコネクタ３１により電気的、
機械的に硬質プリント配線板３２に接続され、他端が同様にコネクタ３３液晶表示装置３
４（ＬＣＤ）に接続されたフレキシブルプリント配線板３５に、電磁波ノイズ抑制体１が
接着剤層（図示略）を介して積層された構成となっている。このように、本発明の電磁波
ノイズ抑制体１を用いることで、フレキシブルプリント配線板３５の優れた可撓性を損ね
ることなく、フレキシブルプリント配線板３５に効果的に電磁波ノイズ抑制機能を付与す
ることが可能である。
【００５６】
　図７は、本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板の他の例を示す図である。
このビルドアップ多層配線板４０は、配線回路４１が形成された基板４２の間に電磁波ノ
イズ抑制体１を配置し、表面に絶縁層４３を設けた構成となっている。本発明の電磁波ノ
イズ抑制体１は、非常に薄いものであるので、容易にビルドアップ多層配線板４０の基板
間に配置でき、かつ効果的に電磁波ノイズ抑制機能を付与することが可能である。
【００５７】
＜作用＞
　以上説明した本発明の電磁波ノイズ抑制体にあっては、理論的には完全に明らかになっ
ていないが、結合剤と磁性体が一体化された複合層が形成されているので、少ない磁性体
であっても、そのナノオーダーのヘテロ構造に由来する量子効果や、材料固有の磁気異方
性、形状磁気異方性、あるいは外部磁界による異方性などの影響で、高い共鳴周波数体を
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持つ。これにより、優れた磁気特性を発揮し、少ない磁性体であっても、高い周波数帯域
において、電磁波ノイズ抑制効果を発揮できているものと考えられる。
【００５８】
　そのため、本発明の電磁波ノイズ抑制部材にあっては、少ない磁性体であっても、電磁
波ノイズ抑制効果を発揮できるので、磁性体の量を大幅に減らすことができ、軽量化を図
ることができる。また、本発明の電磁波ノイズ抑制体にあっては、複合体層の厚さが０．
００５～０．３μｍと極めて薄くても、十分な電磁波ノイズ抑制効果が発揮できるので、
電磁波ノイズ抑制体を薄型化、省スペース化を図ることができる。
【００５９】
　さらに、磁性体の量を大幅に減らすことができるので、前記結合剤が樹脂またはゴムの
場合、磁性体による樹脂またはゴムの可撓性や強度の低下を最小限に抑えることができる
。特に、フレキシブル配線板に本発明の電磁波ノイズ抑制体を用いると、薄型、軽量、可
撓性等、優れた特性を十分に維持することが可能となる。ここで、前記結合剤が熱硬化性
樹脂であれば、硬化前においては磁性体が結合剤中により均一に分散し、硬化後において
は、高温条件下で電磁波ノイズ抑制部材を使用した場合でも、磁性体が結晶化し、微粒子
に成長することが抑えることができ、耐環境特性が向上するため、より好ましい
【００６０】
　また、本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板は、電磁波ノイズ発生源の近
傍に電磁波ノイズ抑制体がコンパクトに配置されるため、高い周波数帯域の電磁波ノイズ
を効率よく抑制することができる。
【実施例】
【００６１】
　以下、実施例を示す。
（評価）
断面観察：
　日立製作所製　透過型電子顕微鏡Ｈ９０００ＮＡＲを用いた。
耐折性：
　電磁波ノイズ抑制体について、ＭＩＴ耐折度試験機（テスター産業（株）製、ＢＥ－２
０３）を用い、ＪＩＳ　Ｐ　８１１５に準拠して、ＭＩＴ試験（Ｒ＝０．８、５Ｎ）を行
い、２０，０００回後の電磁波吸収特性を測定した。
【００６２】
電磁波吸収特性：
　キーコム製近傍界用電磁波吸収材料測定装置を用い、Ｓパラメータ法によるＳ11（反射
減衰量）とＳ21（透過減衰量）とを測定した。ネットワークアナライザーとしてはアンリ
ツ社製ベクトルネットワークアナライザー３７２４７Ｃを用い、５０Ωのインピーダンス
を持つマイクロストリップラインのテストフィクチャーとしては、キーコム社製ＴＦ－３
Ａを用いた。また、電磁波ノイズ抑制効果（Ｐloss／Ｐin）は、伝送特性のＳ11とＳ21の
変化から次式で求められる。
　Ｐloss／Ｐin＝１－（｜Ｓ11｜

2＋｜Ｓ21｜
2）

【００６３】
　Ｐloss／Ｐinは、反射・透過特性の総合的な指標であって、反射減衰量、透過減衰量が
実使用上で実効的な値である必要あり、具体的にはＰloss／Ｐin＝０．４～０．７の範囲
であることが好ましい。
【００６４】
（実施例１）
　エポキシ樹脂（硬化前の常温のせん断弾性率８．０×１０6 Ｐａ、硬化後の常温のせん
断弾性率５．０×１０9 Ｐａ）１００質量部に、硬化剤として２－メチルイミダゾール（
四国化成社製）３質量部を添加した後、２５μｍ厚のポリイミドフィルム（カプトン １
００ＥＮ、東レ・デュポン社製）上に、膜厚が１５μｍとなるように塗布、製膜し、Ｂス
テージ状態のエポキシ樹脂と絶縁性樹脂フィルムとからなる積層体を得た。この積層体の
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エポキシ樹脂面に、膜厚換算で１０ｎｍのＦｅ－Ｎｉ系軟磁性体金属を、対向ターゲット
型マグネトロンスパッタ法により物理的に蒸着させ、複合層を形成した。この際、エポキ
シ樹脂面の温度を常温に保ち、蒸発粒子が８ｅＶの粒子エネルギーを持つようわずかに負
の電圧を印加し、スパッタを行った。ついで、４０℃６時間加熱し、さらに１２０℃２時
間加熱して、エポキシ樹脂を硬化させ、電磁波ノイズ抑制体本体を得た。
【００６５】
　得られた電磁波ノイズ抑制体本体の一部をミクロトームで薄片にし、断面にイオンビー
ムポリッシャーを施し、高分解能透過型電子顕微鏡により複合層の断面を観察した。断面
観察結果を図４に示す。複合層の膜厚は２５ｎｍ（０．０２５μｍ）であった。
　電磁波ノイズ抑制体本体の複合層側表面に、半硬化状態のエポキシ樹脂からなる弾性接
着剤を膜厚が１５μｍとなるように塗布し、接着剤層を形成し、電磁波ノイズ抑制体を得
た。
　この電磁波ノイズ抑制体について、初期の１ＧＨｚでの電磁波吸収特性、およびＭＩＴ
試験後の１ＧＨｚでの電磁波吸収特性を測定した。結果を表１に示す。
【００６６】
（実施例２）
　湿式シリカ含有シリコーンゴム（２液型）（加硫後の常温のせん断弾性率１．５×１０
7 Ｐａ）を、２５μｍ厚のポリイミドフィルム（カプトン １００ＥＮ、東レ・デュポン
社製）上に２０μｍ厚となるように押出ラミネートした後、１５０℃で１時間、シリコー
ンゴムを加硫させて積層体を得た。この積層体のシリコーン面に膜厚換算で１５ｎｍのＦ
ｅ－Ｎｉ系軟磁性体金属を、対向ターゲット型マグネトロンスパッタ法により物理的に蒸
着させ、複合層を形成し、電磁波ノイズ抑制体本体を得た。この際、シリコーン面の温度
を常温に保ち、蒸発粒子が８ｅＶの粒子エネルギーを持つようわずかに負の電圧を印加し
、スパッタを行った。
【００６７】
　得られた電磁波ノイズ抑制体本体の一部をミクロトームで薄片にし、断面にイオンビー
ムポリッシャーを施し、高分解能透過型電子顕微鏡により複合層の断面を観察した。複合
層の膜厚は３０ｎｍ（０．０３０μｍ）あった。
　電磁波ノイズ抑制体本体の絶縁性樹脂フィルム側表面に、実施例１と同じ弾性接着剤を
膜厚が１０μｍとなるように塗布し、接着剤層を形成し、電磁波ノイズ抑制体を得た。
　この電磁波ノイズ抑制体について、初期の１ＧＨｚでの電磁波吸収特性、およびＭＩＴ
試験後の１ＧＨｚでの電磁波吸収特性を測定した。結果を表１に示す。
【００６８】
（実施例３）
　絶縁性樹脂フィルムの両面に、結合剤層、複合層および接着剤層を設けたこと以外は、
実施例１と同様にして電磁波ノイズ抑制体を作製し、実施例１と同様にして評価を行った
。結果を表１に示す。
【００６９】
（比較例１）
　表面を酸化させて形成された不導体膜を有する扁平状のＦｅ－Ｎｉ系軟磁性金属粉（平
均粒径１５μｍ、アスペクト比６５）３００質量部に、湿式シリカ含有シリコーンゴム（
２液型）１００質量部を添加し、ミキシングロールで混練し、複合磁性物を得た。複合磁
性物を２５μｍのポリイミドフィルム（カプトン １００ＥＮ、東レ・デュポン社製）上
に、複合磁性体の厚みが２０μｍとなるように押出ラミネートしたのち、１５０℃で１時
間加硫させて、電磁波ノイズ抑制体を得た。実施例１と同様にして評価を行った。結果を
表１に示す。
【００７０】
（比較例２）
　ＮｉＯ、ＺｎＯ、ＣｕＯ、Ｆｅ2Ｏ3の混合体からなる軟磁性金属粉（平均粒子径１０μ
ｍ）１００質量部とポリエステル樹脂１５質量部とを、溶剤としてブチルセルロースとシ
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クロヘキサノンを用いて混合し、５００ｐｏｉｓｅの粘度となるように磁性体ペーストを
調製した。この磁性体ペーストを２５μｍのポリイミドフィルム（カプトン １００ＥＮ
、東レ・デュポン社製）上に、複合磁性体の厚みが１００μｍとなるようにステンレスス
クリーンを使用して製膜、乾燥させ、電磁波ノイズ抑制体を得た。実施例１と同様にして
評価を行った。結果を表１に示す。
【００７１】
（比較例３）
　結合剤層を設けずにポリイミドフィルム表面に直接、Ｆｅ－Ｎｉ系軟磁性体金属を、対
向ターゲット型マグネトロンスパッタ法により物理的に蒸着させ、金属層を設けた以外は
、実施例１と同様にして電磁波ノイズ抑制体を得た。実施例１と同様にして評価を行った
。結果を表１に示す。
【００７２】
【表１】

【００７３】
　表中、外観の項目における○は目視で表面にクラックが認められない状態であり、△は
目視で表面にクラックが認められる状態であり、×は表面に剥離等の破壊が見られる状態
である。また、総合の項目における○は外観および電磁波ノイズ抑制効果ともに良好であ
ることを示し、×は外観および／または電磁波ノイズ抑制効果に問題が生じたことを示す
。
【００７４】
　表１の結果から、１ＧＨｚにおけるＰloss／Ｐinは、実施例１～３において良好な数値
を示しており、電磁波ノイズ抑制効果に優れていることが確認された。比較例１、２は軟
磁性体粉と結合剤とを単に混合しているだけであるため、１００μｍの複合磁性体層であ
っても、１ＧＨｚにおけるＰloss／Ｐinは０．３以下であり、電磁波ノイズ抑制効果は低
かった。また、比較例３は、軟磁性体金属をポリイミドフィルム上に物理的に蒸着させ、
複合層を持たない単なる金属層を設けただけであるため、電磁波ノイズ抑制効果は低かっ
た。
【００７５】
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　また、耐折性については、実施例１～３ではＭＩＴ試験後の１ＧＨｚにおけるＰloss／
Ｐinが０．４０以上を維持しており、耐折特性にも優れた電磁波ノイズ抑制体を作製する
とこが可能であることが分かる。比較例１、２に関しては、軟磁性体粉と結合剤とを単に
混合しているだけであるため、ＭＩＴ試験でクラックが発生し、特に比較例２に関しては
、複合磁性体層が１００μｍと厚いため、数回でクラックが発生し、ポリイミドフィルム
から剥離した。また、比較例３は軟磁性体金属をポリイミドフィルム上に物理的に蒸着さ
せただけであるため、ポリイミドフィルムとの密着性が悪く、ＭＩＴ試験によって金属層
に微細なクラックが入り、フィルム表面から金属片が剥離した。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明の電磁波ノイズ抑制体は、高い周波数帯域おいて十分なノイズ抑制効果を発揮し
つつ、これが設けられたプリント配線板、そして、このプリント配線板が設けられた電子
機器、電子部品の小型化、軽量化を図ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の電磁波ノイズ抑制体の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の電磁波ノイズ抑制体の他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明の電磁波ノイズ抑制体の他の例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の電磁波ノイズ抑制体における複合層の高分解能透過型電子顕微鏡像であ
る。
【図５】複合層の近傍の一例を示す模式図である。
【図６】本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板の一例を示す概略図である。
【図７】本発明の電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板の他の例を示す概略断面図で
ある。
【符号の説明】
【００７８】
　１　電磁波ノイズ抑制体
　２　絶縁性樹脂フィルム層
　３　結合剤層
　４　複合層
　５　電磁波ノイズ抑制体本体
　６　接着剤層
　１０　電磁波ノイズ抑制体
　２０　電磁波ノイズ抑制体
　３０　電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板
　４０　電磁波ノイズ抑制機能付きプリント配線板
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